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それでは、第３２回の伊賀市農業委員会月次総会を始めたいと思います。

それでは、総会の成立報告を事務局からお願いいたします。

そういう事もありますけども、高市内閣はそこまでは言っておりませんけども、いろいろと
やってくれるんじゃないかなというふうに思います。

これは、余談ではありますが・・・
奈良県に高市郡というのがございまして、明日香村・高取町が高市郡ですけど、その流れ
で高市という性があるんではないかと思っておりますし、高市早苗の議員当初は奈良１区
（奈良市・月ヶ瀬村）から出馬しておりました時に、明日香村の人が秘書をやっていたとい
う事もありますので、やっぱり、その辺の流れかなと思われます。

いろいろと昔から積極的な人でして、奈良１区の時に事務長が島ケ原の人でして、高市早
苗と面識がある私の事を「島ケ原・島ケ原」と言っておりましたけども、まぁ、そういう関係か
らもいろいろとやってくれるんじゃないかと私、そう思っております。
期待はしたいと思います。

議　　　　事

みなさん、こんにちは。
少し早いですが、全員お揃いですので、始めたいと思います。

大変な雪でした。雪国を笑う者は雪で泣くと、ようやく、やっと道が通れるようになった次第
でございますが、現在、雨が少なくて、各地渇水でいろいろと影響が出ているようですが、
このままで行きますと、春、夏の水が不足するんではないかと心配しております。

琵琶湖の水位も現在、－７０ｃｍになっています。－９０ｃｍになりますと、淀川水系の西側
の地域では取水制限が始まります。

当地域も淀川水系ですので、伊賀市も取水制限の地域に入るわけなんですが、水道の
水が不足するという事は、農業用水も不足するという事もあろうかと思います。
そういう事もあって、今年も稲が枯れるのかなという心配をしております。

先日、衆議院議員の選挙も終わりまして、自民党の大勝ということになった訳でございま
すけど、選挙中の新聞をずっと見ていたんですけども、各党の農業に対する方針がいろ
いろと打ち出されておりました。

議　　事　　録
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中には、ちょっとおもしろいと言いますか、できるのかなという方針もございまして、例えば
参政党は備蓄米を１年分確保しなければならないとの方針も出しております。

これは、いろいろと考えも違いまして、世界情勢が非常に悪いということで、有事に対する
食料の確保が絶対必要だと言っておりますし、農業者を一応、公務員にしてはどうかとい
う案も出ております。

国民民主党では、１反に２０，０００円（２万円）を交付してはどうかという案も出ておりますけ
ど、１反に２万円になるとかなりの財政の確保が必要ではないかと思いますし、公務員化し
てもかなりのお金が必要になるかなと思います。
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№１　明細は総会資料のとおりです。
譲受人は伊賀市において耕作面積が無く、法人であったため営農計画書が提出され、２
月２日に新規面談を実施し、承認をいただいた法人であります。

譲受人は、平成２９年に設立された農地所有適格法人で、役員１名が常時従事し、また、
現地には役員以外に常時管理者１名及び臨時従事者５名を置く予定となっております。
所有機械は、乗用モア・ハンマーナイフモアを所有されております。

現地はかなり荒廃していた土地でありましたが、すでにある程度整備されており、ブルー
ベリーを作付する予定で、様子を見ながら徐々に増やして行き、最終的に２５６ｋｇの反収
を見込んでおります。

販売先につきましては、鈴鹿市にありますカフェやマルシェに出店を予定しております。

譲受法人につきましては、認定農業者の資格を持っておりまして、鈴鹿市で自作小作を
合わせまして約５０ｈａの農地を既に管理しており、鈴鹿市の耕作証明書も提出されており
ます。

無償の貸し借りである使用貸借の合意解約がなされ、報告件数１件、筆数は田：１筆、面
積は１，３６１㎡についての通知がありましたので、報告いたします。
以上です。

説明が終わりました。　ご発言ございませんか。

ご発言がないようですので、報告第１号　「農地法第１８条第６項の規定による通知につい
て」、報告第２号　「使用貸借契約の解約による通知について」　は報告のとおりご承知お
きいただきたいと思います。

続きまして、議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」　を議題といた
します。

議案第１号　№１～№７について、事務局の説明をお願いいたします。

議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請について、ご説明いたします。
総会資料４ページからです。

本総会の会議は、農業委員会等に関する法律第３２条の規定により、公開する事となって
おりますので、ご承知おきをお願いいたします。

それでは、只今から議事に入ります。

報告第１号　農地法第１８条第６項の規定による通知について、報告第２号　使用貸借契
約の解約による通知については、いずれも報告案件ですので、一括して報告をお願いい
たします。
事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。

はい、失礼します。
報告第１号　「農地法第１８条第６項の規定による通知について」　を説明いたします。
総会資料１ページです。

賃貸借の合意解約がなされ、報告件数１４件、筆数は田：２２筆、畑：４筆の合計２６筆で面
積は合計２６，７５３㎡についての通知がありましたので、ご報告いたします。

続きまして、報告第２号　「使用貸借契約の解約による通知について」　ご説明いたしま
す。　総会資料３ページにあたります。

委員総数２４名中、現在、２１名の委員に出席をいただいております。
農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定にあります過半数の出席を満たしてお
りますので、本総会が成立していることをご報告申し上げます。

次に、本総会の日程は本日、１日といたしたいと思いますが、これにご異議ございません
か。

異議なし

次に、議事録署名者の指名を行いたいと思います。
署名者は、⑯番の山本委員、⑰番の稲森委員にお願いをいたします。
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周辺地域の農業に対して支障はなく、申請農地にかかる借受人もございません。

№６　明細は総会資料のとおりです。
譲受人は、伊賀市においての耕作面積はなく、法人であったため、営農計画書が提出さ
れ、２月２日に新規面談を実施し、承認をいただいております。

譲受人は、平成２７年に設立された農地所有適格法人で役員６名中、６名が常時従事者
であり、また、現地には常時管理者を最低１名を置く予定となっております。

譲受人の所有する田の一部に、譲渡人である〇〇さん名義の微細な土地が混入してい
たことが判明したため、整理する目的での申請でありまして、現状、譲受人が耕作管理し
ているため、取得後も効率的に耕作できると認められます。

周辺地域の農業対して支障はなく、申請農地にかかる借受人はございません。

№５　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は現在４９ａで、取得後の耕作面積は５９ａとなる予定です。

本人の農作業歴は１３年で、本人と妻及び父、母が常時従事しております。
農機具は、管理機やトラクター、スパイダーモア、ハンマーナイフ等を所有しています。

登記地目は田ですが、現地には果樹を作付する予定となっています。

申請地は、荒廃地になっていたところ、譲受人により既にきれいに整備されており、取得
後も効率的に耕作できると認められます。

続きまして、№３　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は現在３０ａで、取得後は３１ａとなる予定です。

本人の農作業歴は１７年で、常時従事は本人と妻がしております。
農機具は、田植え機・トラクター・コンバインをそれぞれ所有しています。
現地につきましては、水稲を作付する予定です。

申請地は、譲受人の所有する田に隣接する農地で、すでに耕作している土地に一部入り
込んでいる状態です。のちに出てくる農地法第５条の№１に倉庫敷地ですが、この農地の
名義があべこべになっていたために交換する申請となっております。

現状譲受人が耕作管理しているため、取得後も効率的に耕作できると認められます。
周辺地域の農業に対して支障はなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

№４　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は現在７４ａで、取得後の面積が小さいため、変わらず７４ａとなる予定
です。

本人の農作業歴は５０年で、本人と妻が常時従事しております。
農機具は、田植え機・トラクター・コンバインを保有しています。
現地においては、水稲を作付する予定です。

周辺地域の農業に対し支障はなく、申請農地にかかる借受人はございません。
なお、こちらの土地につきましては、のちに営農型太陽光発電施設の設置を予定しており
まして、来月以降にその申請がなされる予定となっております。

№２　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は３，７４０ａで、取得後は３，７４４ａとなる予定です。

譲受人は、平成８年に設立された農地所有適格法人で、理事３名を含めた構成員６名が
常時従事しており、農機具は、トラクター５台、田植え機１台、コンバイン１台、乾燥機１台、
収穫機・動力カルテ・ローラーリフト各１台を所有されております。

現場につきましては、水稲を作付する予定です。

譲受人につきましては、予野地域を中心に大規模に経営している法人でありまして、当該
地についても効率的に活用管理できると認められます。

周辺地域の農業に対し支障はなく、申請農地にかかる借受人もございません。

常駐する常時従事管理者につきましては、伊賀市在住でブルーベリー栽培に詳しい方で
ございまして、鈴鹿の圃場へも定期的に従事者の育成や助言を実施している方であり、
当該地についても効率的に有効活用できると認められます。
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議　長 説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

すいません。　失礼します。
№３～№５の河合地区、丸柱地区につきましては、担当委員さんは本日欠席でございます
が、現地立会を行いまして問題なしという事でご意見をいただいておりますので、ご審議
よろしくお願いいたします。

玉滝地区でございます。
先般、１月２３日に関係者一同で現地確認をさせていただきました。

内容につきましては、先ほど担当者の方から説明のあったとおりでございまして、いっぱい
荒れてきている土地が最近多くなってきておりまして、遠いところからではございますが、
作ってやろうという方がおられまして、大変ありがたいと思っております。

まぁ、今後とも我々も地域の近くにおりますので、協力してやっていきたいと思います。

それから、№７ですけども、この〇〇さんという方はいろんな趣味というか陶芸とかキャンプ
場をやっておりまして、ここで、ブルーベリーを作付していくという考えでございますので、
今後ともブルーベリーをどういうふうに作るのか見たいなと思っております。

議案の№６、№７ですけども、審議のほどよろしくお願いいたします。

農作業歴につきましては４年ほどで、本人が常時従事する予定です。
大型機械の所有はなく、草刈り機程度の保有ですが、必要に応じ購入する予定です。

申請地では、キャンプ場に来るお客さんにふるまったり、収穫体験をしてもらうためにブ
ルーベリーを作付する予定で、譲受人の実家及びキャンプ場のすぐ近くにあり、当該地に
ついても効率的に活用できると認められます。

なお、周辺地域の農業に対して支障はなく、申請農地にかかる借受人はございません。

只今の説明に関連して、古山地区、花垣地区、玉滝地区の担当委員の方から、現地調査
の結果及び補足説明をお願いいたします。

古山です。　当該地につきましては、青蓮寺のパイロット地区なんですけども、長らく荒廃
地になっておりまして、そこへ鈴鹿で認定農業者をされている〇〇さんの営農型ソーラー
とブルーベリーの作付という事で、また、鈴鹿でも経営をされているという事で特に問題は
ないと思います。

№２　花垣ですけども、譲受人が〇〇さんという事で予野地区を中心に広く営農をされて
おりますので、特に問題はないと思います。　以上です。

当該地につきましては、水稲を作付する予定です。

譲渡人につきましては、遠方で仕事上管理も難しくなったことから、売却することとなった
次第であります。

申請地はすべて整備された農用地で管理もしやすく、花巻市での実績から地元に合わせ
て行うノウハウもあることから、効率的に活用できると認められます。

周辺地域の農業に対して支障はなく、申請農地にかかる借受人はございません。

続きまして、№７　明細は総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積は０ａであり、取得地が農用地であったことを含めて、２月２日に新規面
談を実施し、承認をいただいております。

譲受人は４８歳で、〇〇で２年間従事した後、北海道において畑作を営み、地元に帰って
きてからは陶芸をしながらキャンプ場の経営を行っております。

譲受人は、山梨県の笛吹市と甲府市で合わせて１５ｈａほどの農地を管理しており、ブドウ
や梨・桃・ハウスメロンを栽培し、宅配やネットショップでの販売を行っております。

また、岩手県花巻市では、１ｈａほどの水稲を作付しており、花巻市の耕作証明書が添付
されております。

農機具につきましては、田植え機２台、トラクター１台、コンバイン１台、乾燥機１台等を所
有していて、現在、花巻市に備え付けられている状態ですが、花巻市において稲作の規
模拡大を予定しており、それに伴って機械も新たに導入予定で、譲渡人の倉庫を借りる
契約もなされているため、玉滝地区においての保管場所は確保されております。
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また、周辺地域の農業に対して支障もなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

№９　申請内容は議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積はなく、申請地が農用地であることから２月２日に新規営農面接審査
を行いました。　ついては、譲受人の取得後の耕作面積は５ａとなります。

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」　№１
～№７については、原案のとおり許可することに決定をいたしました。

続きまして、議案第１号　№８～№１６について、事務局の説明をお願いいたします。

失礼します。　№８　申請内容は議案書のとおりです。
譲渡人と譲受人は親戚関係にあり、農地を相続した譲渡人が農業に従事していないこと
から農業に従事している譲受人へ譲渡することになり、申請に至ったものでございます。

譲受人の現在の耕作面積は１３４ａで、取得後の耕作面積は１７６ａとなります。
農作業歴は本人が５０年、妻が３０年で常時従事されています。

農機具は、田植え機・トラクター・コンバインを各１台所有し、申請地では水稲を作付され
る計画です。

申請地は、譲受人の自宅から１km以内にあり、申請地周辺の自作地では水稲を耕作され
ていることから、取得後も効率的耕作できると認められます。

ほかにございませんか。

ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案第１号　№１～№７について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

議案第１号　№１～№７について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願い
いたします。

挙　手

はい、そうです。

営農型は先の話ですが、今回はブルーベリーを作付するという事ですよね。

通常は、地主さんがいて、そこを借りてやる耕作者がいて、太陽光を設置する業者がいる
という３者の関係ですけど、こちらは、買い取ったうえで業者が営農型をやるという事でま
ず、所有権移転の申請が出てきて、所有権が移転されたら地権者と太陽光業者との地上
権設定と転用申請という流れになっているので、ちょっと分けての申請となっております。

それなら、下の部分は〇〇がして、その後、上部分を太陽光の業者がするという事です
ね。

そのようです。

はい、わかりました。

№１ですけど、この方、鈴鹿でブルーベリーをやっておるんですか？

はい、やっております。

それで今回はこれやけど、今後は営農型太陽光に取り組むという事で、その下にブルー
ベリーを植えて、収穫量は８０％以上採れるのかな？

圃場が長年耕作されていなかった土地という事もあり、土壌の整備からという事で、１年～
２年は猶予をくれという感じの計画となっていますが、最終的にはすべてブルーベリーを
植えて実施するという計画をされております。

ブルーベリーを植えて、上に営農型太陽光をやる。



事務局
（北田）

事務局
（北田）

事務局
（北田）

事務局
（北田）

申請地は、譲受人の自宅から１００ｍほどにあり、これまでは割り田になっていたことから、
申請をするにあたり隣接地の農地所有者立会のもと、境界を定め畔も設置されており、取
得後も合理的に耕作できると認められます。

また、周辺地域の農業に対して支障もなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

№１３　申請内容は議案書のとおりです。
譲渡人は農地を相続により取得しましたが、遠方で農地の管理ができないことから申請地
近くに自宅がある譲受人へ売買することになったものです。

№１１　申請内容は議案書のとおりです。
譲渡人は兄弟で農地を相続により取得し、これまで草刈りなど農地の管理に務めてきまし
たが、いずれも遠方で高齢となり負担になってきた事から近隣に住む譲受人へ売買する
ことになり、申請に至ったものでございます。

譲受人の現在の耕作面積は６ａで、取得後の耕作面積は１６ａとなります。
農作業歴は本人が２０年で常時従事されており、農機具は、トラクター・コンバインを各１台
所有されています。

申請地の現況は畑であることから、露地野菜を栽培する計画で、譲受人の自宅から徒歩
で５分ほどにあることから取得後も合理的に耕作できると認められます。
また、周辺地域の農業に対して支障はなく、申請農地かかる借受人はおりません。

№１２　申請内容は議案書のとおりです。
譲渡人はこれまで営農組合に耕作を依頼してきましたが、高齢となり今後の事を考え、近
所に住む譲受人へ売買することになったものでございます。

譲受人の現在の耕作面積は１５０ａで、取得後の耕作面積は１８７ａとなります。
農作業歴は、本人が３０年、息子と娘が２５年で常時従事されています。

農機具は、田植え機・トラクター・コンバインを各１台所有し、申請地では水稲を作付され
る計画です。

申請地は、譲受人の自宅から車で１０分以内にあり、農機具の運搬に必要な軽トラックな
ども所有されており、取得後も効率的耕作できることから、新規営農面接審査の結果、新
規営農者として認められたところでございます。

また、周辺地域の農業に支障はなく、申請地にかかる借受人はおりません。

№１０　申請内容は議案書のとおりです。
譲受人は先代の頃より遠方に住んでおり、申請地の隣に自宅のある譲受人がこれまで畑
として利用してきたことから、相続をきっかけに申請に至ったものでございます。

譲受人の現在の耕作面積は４ａで、取得後の耕作面積は９ａとなります。
農作業歴は本人が２０年、妻が２０年で常時従事されています。

農機具は、耕運機を１台所有し、申請地では露地野菜を栽培される計画です。

申請地は、譲受人の自宅横にあり、譲受人の畑と一体で管理ができることから取得後も合
理的に耕作できると認められます。
また、周辺地域の農業に支障はなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

譲受人は以前より農業に従事したいとの意向があり、農地の取得にあたり、今まで下限面
積があった事から、６０坪程度の雑種地で家庭菜園をしてきたとのことでございます。

下限面積が撤廃されたことに伴い、農地を取得することができるようになり、連作障害を避
けたい事と新たに果樹を栽培したいとの思いから、近所の方から畑を購入することになり、
申請に至ったものでございます。

農作業歴は、本人が１５年、夫が８年で常時従事する予定です。
農機具は、小型耕運機とスパイダーモアを各１台所有されています。

申請地の半分程度は、すでに柿が植えられていることからそのまま利用し、残地では家庭
菜園と異なる種類のみかんやゆず等の果樹、玉ねぎや葉物野菜を栽培する計画です。



事務局
（北田）

事務局
（北田）

事務局
（北田）

議　長

藤室委員

申請地は、譲受人の自宅から車で５分程度であり、周辺で耕作されていることから取得後
も効率的に耕作できると認められます。

また、周辺地域の農業に対して支障もなく、申請農地にかかる借受人はおりません。
以上です。

只今の説明に関連して、依那古地区、神戸地区、柘植地区、西柘植地区の担当委員の
方から現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。

№８　依那古です。
先般、２５日に現地立会を行いました。

これにつきましては、私も同じ地域でございますので、両名につきましては、母屋・隠居の
関係にあたりまして、昔は、隠居をする時に土地をもらって隠居したというような事ですけ
ども、今回、いろいろあって母屋の方にその土地を返すという形でございます。

譲受人も農業を一生懸命やってくれている方でございますので、引き続いてやってくれる
と思います。

譲受人の現在の耕作面積は６８ａで、取得後の耕作面積は７０ａとなります。
農作業歴は本人が５０年で、常時従事されています。

農機具は、トラクターと田植え機・コンバインを各１台所有されており、申請地では水稲を
作付される計画です。

申請地は、譲受人の自宅裏にあることから、取得後も効率的に耕作できると認められ、周
辺地域の農業に対して支障もなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

№１６　申請内容は議案書のとおりです。
譲受人は遠方で農地の管理ができず、農地の一部をこれまで譲受人が耕作されてきたこ
とから引き受けることとなり、申請されたものでございます。

譲受人の現在の耕作面積は６２２ａで、取得後の耕作面積は６６４ａとなります。
農作業歴は、本人が３０年、子が１０年で常時従事されています。

農機具は、トラクター・田植え機・コンバインを各１台所有されており、申請地では水稲と露
地野菜を栽培される計画です。

№１４　申請内容は議案書のとおりです。
譲渡人と譲受人は親戚関係にあたります。農地を相続した譲渡人が農業に従事しておら
ず、相続を受けた１０年ほど前から申請地では譲渡人が水稲を耕作してきたことから、今
回贈与する事になったものでございます。

譲受人の現在の耕作面積は６２ａで、取得後の耕作面積は１１１ａとなります。
農作業歴は、本人が４０年で常時従事されています。

農機具は、トラクターと田植え機・コンバインを各１台所有されており、申請地の現況は田
であることから水稲を作付される計画です。

申請地は、譲受人の自宅から５分ほどにあり、これまでも譲受人が水稲を耕作されてきた
ことから、取得後も効率的に耕作できると認められます。

また、周辺地域の農業に対して支障もなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

№１５　申請内容は議案書のとおりです。
№１４と同様、１０年ほど前に農地を相続した譲渡人が農業に従事しておらず、申請地は、
以前より譲受人の所有農地と１枚の田んぼとなっている事から申請に至ったものでござい
ます。

譲受人の現在の耕作面積は８１ａで、取得後の耕作面積は９４ａとなります。
農作業歴は、本人が５０年、子が１０年で常時従事されております。

農機具は、耕運機とトラクターを各１台所有され、申請地では水稲と露地野菜を栽培する
計画で、申請地は、譲受人の自宅前にあることから取得後も合理的に耕作できるものと認
められます。

また、周辺地域の農業に対して支障もなく、申請農地にかかる借受人はおりません。



藤室委員

松永委員

福岡委員

田中委員

議　長

議　長

議　長

一　同

議　長

一　同

議　長

議　長

事務局
（岡嶋）

申請地はすべて自宅から５分程度と近隣であり、周辺でも多数耕作されていることから、
取得後も効率的に耕作できると認められます。

周辺地域の農業に対して支障はなく、申請農地かかる借受人はおりません。

本日、地元府中地区の農業委員さんは欠席されておりますが、１月２６日の現地立会時に
問題はないとの事を伺っておりますので、併せて報告をいたします。

議案第１号　№８～№１６について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願い
いたします。

挙　手

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」　№８
～№１６については、原案のとおり許可することに決定をいたしました。

続きまして、議案第１号　№１７～№２３について、事務局の説明をお願いいたします。

№１７　申請内容については総会資料のとおりです。
譲受人の現在の耕作面積は８５１ａで、取得後の耕作面積は８９１ａとなります。

農作業歴は、本人が５年で農作業に従事しております。
農機具は、田植え機・コンバイン・トラクター・乾燥機をそれぞれ１台所有されており、取得
後は水稲を耕作されます。

№１５です。
この№１５の方も事務局から説明のあったとおり、１月３０日に現地確認をさせてもらいまし
た。　譲受人の家の裏の田んぼという事で、以前から耕作していたという事で問題はござ
いません。

№１６は、地元の譲渡人が遠方に住んでおられますので、元々譲受人が耕作をされてい
たという事で、今回の申請となりました。
これも、１月３０日に現地の方で確認させてもらいました。　以上です。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案書第１号　№８～№１６について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

次の№９ですが、これ先般、新規面談を行いました。
現状は、柿の木が植わっておる訳ですけど、その柿の木の空いた所に野菜を作るという
事です。

機械もお持ちという事で、軽四（軽トラ）も持っているので、やっていただけると判断をして
おります。

№１０　神戸地区です。
当該地は、譲受人の家の裏の畑でして、譲渡人と譲受人はすぐ隣同士で現在、譲渡人は
大阪の方に行っておられまして、当該地は、ほとんどが譲受人が管理されているという事
で、この際、譲渡するという事です。

譲受人は年配の方ですが、元気でして、畑をする機械もあり、問題はないと判断いたしま
したので、よろしくお願いいたします。

№１１、№１２、№１３については、いっしょに説明させていただきます。
№１１の方も№１２、№１３の方も後継者がいない。または、遠くに住んでいるという現状で
ございまして、事務局と関係者一同が２６日に説明を受けました。
事務局の説明で間違いはございません。　ご審議のほどよろしくお願いいたします。

№１４　西柘植地区です。
先ほど事務局から説明がありましたように、１月３０日に現地確認をさせていただきました。
譲受人と譲渡人は親戚同士で、地元で耕作をしないという事で譲受人に譲渡するという
事です。



事務局
（勝本）

事務局
（勝本）

事務局
（勝本）

事務局
（山出）

事務局
（山出）

申請地につきましては、１年ほど前に空き家を購入。　今回、その空き家に付随する農地
を購入し、露地野菜や果樹を作付する計画です。

また、当該地に２００㎡未満の農業用施設用地が存在するため、農地法に伴う農地転用
の届出も提出いただいています。

今回の申請につきましては、譲渡人の方が市外へ転居に伴う空き家購入の際に付随して
いる農地を譲り受けるもので、申請地も譲受人の家の横にあり、また、空き家を購入した時
からその農地を耕作していたこともあり、取得後も効率的に耕作できると認められ、周辺地
域の農業に対して支障はなく、申請農地にかかる借受人はおりません。

続きまして、№２３　詳細については議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積は９４aで、取得後の耕作面積は１９７ａとなります。

農作業歴は、本人が４０年、妻が４０年、子が２０年で常時従事しています。
農機具は、田植え機・トラクター・コンバインを各１台所有しています。
水稲を作付される計画です。

申請地は、自宅から５００ｍほどであることから、取得後も効率的に耕作できると認められま
す。

周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、申請農地にかかる借受人はおりませ
ん。

失礼します。　№２２　明細については総会資料のとおりです。
譲受人の耕作面積はなく、取得後の耕作面積は１０ａとなります。

農作業歴は、本人が１年、妻が０で、本人と妻が常時従事しています。
また、譲受人はベトナム国籍の方で、２０２４年に技術・人文知識・国際業務の資格を持
ち、日本に在留されている方で、今回の申請にあたっては、農地法の資格要件を満たし
ていることを確認してあります。

営農計画書によりますと、農機具については耕運機を１台所有しており、必要に応じてトラ
クターを購入する予定です。

農機具は、田植え機・トラクター・コンバインを各１台リースにて利用される予定です。

通作距離に支障もなく、取得後も効率的に耕作できると認められます。
また、周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、申請地にかかる借受人はおりま
せん。

続きまして、№１９、№２０につきましては、譲受人が同一ですので、併せて説明させていた
だきます。

譲受人の現在の耕作面積は１，６２０ａで、取得後の耕作面積は１，８７８ａとなります。
譲受人は、平成２７年に設立された農地所有適格法人で、役員２名中、２名が常時従事
し、農機具は、田植え機を１台、トラクターを５台、コンバインを２台所有しています。
水稲及び野菜を作付される計画です。

申請地は、事務所から車で５分程度であることから、取得後も効率的に耕作できると認め
られます。　周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、申請地にかかる借受人は
おりません。

№２１　詳細は議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積は２７６ａで、取得後の耕作面積は３６９ａとなります。

№１８　詳細は議案書のとおりです。
譲受人の耕作面積はなく、また、申請地が農用地であったことから新規営農面接審査を
行いました。

タイ国籍の方で、永住権を取得されております。
申請地の近くで親族（姉）が営農されており、その手伝いを１０年ほど行っていました。
今回、その姉の紹介で、申請地の取得を行うに至った次第です。

水稲及び野菜を作付される計画で、自家消費及びご自身が経営されているタイ料理店
（平野にある〇〇というお店）で使用するとの事です。



議　長

森田委員

大田委員

川口委員

西田委員

議　長

議　長

議　長

一　同

議　長

一　同

議　長

議　長

議　長

事務局
（矢野）

議案第１号　№１７～№２３について、原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお願
いいたします。

挙　手

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第１号　「農地法第３条の規定による許可申請について」　№１７
～№２３については、原案のとおり許可することに決定をいたしました。

続きまして、議案第２号　「農地法第４条の規定による許可申請について」　を議題といた
します。

議案第２号　№１～№２について、事務局の説明をお願いいたします。

議案第２号　「農地法第４条の規定による許可申請について」　を説明いたします。
総会資料８ページです。

はい、№２２　中瀬です。
この方、ベトナムの方で事務局の説明のように在留資格を持っているという事で、今後、日
本に永住するつもりとの話も聞いております。
現地も見させていただきましたけど、今も畑を耕作されているようで、きれいにされておりま
すので、大丈夫だと思います。

続いて、№２３です。
これも、譲受人が以前から借地で作業をしておりまして、今回、新たに買い受けるという事
でございます。　　以上です。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

はい、ご意見がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案第１号　№１７～№２３について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

農機具については、トラクター・コンバイン・スプレーヤー・運搬車等を所有し、梨を作付し
ております。

申請地は、譲受人の経営する〇〇の販売所の前にあり、周囲でも梨を生産していることか
ら効率的に活用できると認められ、周辺地域の農業に対して支障はありません。なお、申
請農地にかかる借受人はおりません。　　以上です。

只今の説明に関連して、三田地区、友生地区、猪田地区、中瀬地区の担当委員の方から
現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。

三田の方なんですけど、関係者一同で立会を行い、特に問題はなかったという事です。
事務局の説明のとおりで間違いないです。　審議のほどよろしくお願いいたします。

№１８の友生です。　詳細については、事務局より説明のあったとおりなんですが、この件
に関しましては、譲渡人の〇〇さんの実家で、空き家になっていた家と土地、隣接する田
畑を同時に購入されて、その隣接する田畑で先ほど説明のありましたとおり、ご姉妹で経
営するお店で提供する野菜や米を作りたいという事で、ご姉妹も同じ下友生で営農をされ
ておりますので、間違いなく耕作されて行くものと判断しておりますので、何ら問題はない
と思いますので、よろしくお願いいたします。

２８日に関係者一同で現地立会を行いました。　別段、問題はございませんでした。
よろしくお願いいたします。

農作業歴は、本人が１０年、父が２０年、母が１０年で、本人及び両親が常時従事する予定
です。

今回の申請につきましては、譲渡人が高齢で農作業が困難になり、農地の管理ができな
くなったため、以前からその農地を借りて耕作していた譲受人が農地を取得し、継続して
耕作することとなり、申請に至ったものです。



事務局
（矢野）

議　長

議　長

議　長

一　同

議　長

一　同

議　長

議　長

議　長

事務局
（矢野）

議案第２号　№１～№２について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い
いたします。

挙　手

ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第２号　「農地法第４条の規定による許可申請について」　№１
～№２については、原案のとおり許可相当とすることに決定をいたしました。

続きまして、議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　を議題といた
します。

議案第３号　№１～№９について、事務局の説明をお願いいたします。

失礼します。
議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　を説明いたします。
総会資料９ページにあたります。

隣接する土地所有者には内容を説明済みで、周辺の農地に対して支障はありません。

なお、本日、河合・丸柱地区担当の農業委員さんは欠席ですけれども、こちらも、現地確
認のうえ問題なしという事の意見をいただいておりますので、ご審議よろしくお願いいたし
ます。　　以上です。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

はい、ご意見がないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案第２号　№１～№２について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

続きまして、№２　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、丸柱にございます〇〇さんの北約２００ｍほどに位置し、周囲の状況から第２
種農地に該当します。

施設の概要については、〇〇さんの来客用駐車場でございます。
申請人は個人となっておりますが、〇〇さんの役員でもあり、会社と個人での土地の貸借
契約も締結されています。

申請農地は、１，２２５㎡ですが、昨年、２月に許可をいたしました別の〇〇さんの駐車場
５，９５６.03㎡に隣接する農地でありまして、拡張をする目的でありまして、全体面積として
は、合わせて７，１８１.03㎡となります。

取水・汚水はなく、雨水は自然浸透及び既設水路に放流をいたします。

資金計画につきましても証明書が添付されており、必要な資金が確保されていることを確
認しております。

現状、まだ来客用の駐車場が不足している状態でありまして、既存の駐車場に隣接して
いることから、利便性も良く、今回の転用はやむを得ないものと判断いたします。

№１　明細については議案書のとおりです。
申請地は、馬場の集落内、〇〇さんの実家の目の前の土地にあたりまして、農業振興地
域内の農業用施設用地となっておりますが、転用目的が農業用倉庫なので問題はありま
せん。

申請農地は、１２２㎡ですが、後に出てきます農地法第５条の№１と他に宅地を含めまして
全体の面積としては、１６１.64㎡となります。

施設の概要については、先ほど言いました農業用倉庫の建築ですが、すでに昭和５１年
に建築済みであったため、始末書が添付されています。

取水・汚水はなく、雨水につきましては、敷地内に集水桝を設けており、南側の既存水路
に放流しております。

現地は、境界確定も行っており、隣接農地に対して支障はありません。
すでに倉庫敷地となっているため、新たな資金も発生いたしません。

隣接する土地所有者には内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障もありません。



事務局
（矢野）

事務局
（矢野）

譲受人は、イチゴの栽培を行っておりまして、そちらを使ったジェラートや焼き菓子を販売
する店舗を建築する予定です。

取水は直近の道路埋設管から引き込み、汚水は浄化槽を設置して既存の排水路へ放流
する予定です。
雨水も同じく、既存排水路へ放流する予定です。

資金計画につきましては、証明書が提出されており、必要な資金が確保されていることを
確認しています。

申請地は、遊休農地となっており、主要道路からも近くて店舗経営の立地条件も良く、今
回の転用はやむを得ないものと判断いたします。

取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透及び敷地内に水路を新設し、既存水路へ放流
する予定です。

資金計画につきましても証明書が提出されており、必要な資金が確保されていることを確
認しております。

法人の施設の目の前にある土地で、機能していないため池を廃止することによって、環境
整備にもなり、憩いの場として距離的に利便性も良く、既存駐車場に隣接していることから
駐車場不足の解消にもなるため、今回の転用はやむを得ないものと判断します。

なお、隣接する土地所有者には内容を説明済みであり、周辺の農地に対して支障はあり
ません。

№３　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、丸柱地区市民センターのすぐ東隣の農地にあたりまして、周辺の状況から第２
種農地に該当します。

施設の概要は、店舗の建築及びそれに伴う駐車場８台分の整備です。

施設の概要は、〇〇さんの来客用の駐車場及び来客用の公園でございます。

申請人は、個人ですが、〇〇の役員でもあり、会社と個人で土地の貸借契約も結ばれて
おります。

申請地は、４４㎡ですが、隣接のため池を含め、全体面積は１，６２４.37㎡となります。
内訳は、公園が９０７.49㎡、駐車場が１３台分で７１６.88㎡となっております。

隣接のため池につきましては、周囲に供給している田んぼも無く機能しておらず、区長同
意のもと用途廃止届がすでに提出されています。

また、敷地内の一部に伊賀市名義の土地が含まれていましたが、こちらも、市と境界確定
が行われ、共有財産用途廃止申請書も受理されております。

土地造成につきましては、隣の〇〇さんの既存の駐車場の高さに合わせて盛土を行いま
すが、盛土規制法の手続きは不要であることをすでに確認しております。

№１　明細については議案書のとおりです。
申請地は、農地法第４条の№１で説明いたしました農業用倉庫敷地への入口部分にあた
ります。

こちらにつきましても、農業振興地域内の農業用施設用地でありますが、農業用倉庫敷
地の一部ですので、転用は問題ありません。

先ほどの４条案件と宅地を含め、全体面積は１６１.64㎡となります。
施設の概要は、先ほど申し上げましたとおり、４条案件の農業用倉庫の入り口部分であ
り、すでに倉庫敷地となっているため、始末書が提出されております。

取水・汚水はなく、雨水は敷地内に集水桝を設けて南側の既設水路へ放流しておりま
す。　すでに倉庫敷地となっているため、新たな資金も発生いたしません。

隣接する土地所有者には内容を説明済みであり、境界確定も行っており、周辺の農地に
対して支障はありません。

続きまして、№２　明細は総会資料のとおりです。
申請地は、丸柱にございます〇〇さんの北約５０ｍほどに位置する農地でありまして、周
辺の状況から第２種農地に該当します。



事務局
（北田）

事務局
（北田）

事務局
（北田）

工事計画は、許可日から令和８年６月末日までの計画で、太陽光パネルを９５０枚設置い
たします。

土地造成は整地のみ取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透する計画です。

資金計画については、自己資金で行う計画となっており、全体事業費を上回る預金通帳
の写しが提出されており、必要な資金が確保されていることを確認しています。

工事計画は、許可日から令和８年３月３１日までの予定です。
土地造成は整地のみで現況を維持し、取水はなく排水は雨水のみで自然浸透する計画
です。

資金計画については、自己資金で行う計画となっており、全体事業費を上回る預金通帳
の写しが提出されており、必要な資金が確保されていることを確認しています。

隣接する土地所有者及び土地改良区・地元関係者へは申請内容を説明済みであり、周
囲に農地もなく、周辺農地に対して支障はありません。

№６　申請内容は議案書のとおりです。
申請地は、伊賀支所から北東へ２．２kmほどに位置し、第２種農地に該当します。

申請法人は、平成１５年に設立され、再生可能エネルギー発電所の設置及び運営に関す
る事業等を営んでいます。

申請地は、長年耕作放棄地となっており、譲受人が譲渡人に太陽光発電施設として利用
したいと申し出たところ、了承したことから申請されたものでございます。

資金計画については、自己資金で行う計画となっており、全体事業費を上回る預金通帳
の写しが提出されており、必要な資金が確保されていることを確認しています。

隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺の農地に対して支障はありま
せん。

№５　申請内容は議案書のとおりです。
申請地は、伊賀市所から北東へ２．１kmほどに位置し、第２種農地に該当します。

申請法人の株式会社〇〇は、平成２５年に設立された法人で、不動産の売買、賃借、所
有及び管理運用に関する事業などを営んでいます。

申請地は、長年耕作放棄地となっており、申請法人の不動産業務拡大に伴い、所有不動
産にかかる鉄骨などの建設用資材を保管する資材置場が必要になった事から、申請され
たものでございます。

境界立会と測量のうえ、申請地と一体利用される赤道や二線引き畦畔の取得など、必要
な手続きもされており、今回の転用はやむを得ないと判断します。

№４です。　申請内容は議案書のとおりです。
申請地は、下郡市民館から南西に４００ｍほどで、譲受人の敷地の隣にあります。

一筆の農地のうち、申請にかかる駐車場部分を分筆し、申請地は、令和７年１１月１８日に
農用地区域内農地から除外されております。

土地改良事業の施行にかかる区域内にある農地であることから、第１種農地となります
が、既存施設の拡張であり、既存施設の敷地面積の１/２を超えないものであることから、
不許可の例外に該当し、転用に問題はありません。

譲受人が所有する境内用駐車場が手狭であることから譲渡人に寄付してもらうこととなり、
申請されたもので５条申請にあたり議案書１ページの報告第１号の№４のとおり賃貸借の
合意解約も提出されており、今回の転用はやむを得ないと判断します。

工事計画は、令和８年１０月１日～令和９年４月３０日までの予定です。
土地造成については、９０ｃｍ程度の盛土工事を行う予定で、鉄筋コンクリ―トの柵板を設
置し、隣接地への土砂の流出を防止します。

取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透する計画です。

なお、申請地の奥には田んぼが残っているんですけども、土砂流出が生じないよう防護工
事を行い耕作道も確保されていることから、周辺の農地の耕作に支障はありません。

また、隣接する農地所有者には事業内容を説明済みであり、問題はありません。
以上です。
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土地造成については、整地のみで切土盛土は行いません。　取水は伊賀市上下水道を
利用、汚水雑排水は浄化槽を利用、雨水は自然浸透及び既設雨水管に接続し処理しま
す。

資金計画については、銀行の融資見込証明書も提出されており、必要な資金が確保され
ていることを確認しています。

また、隣接する土地関係者にも申請内容を説明済みであり、周辺地域の農業対して支障
はありません。

続いて、№９　詳細については議案書のとおりです。
申請地は、中瀬地区市民センターから北西へ約６００ｍに位置する土地で、農用地区域
内農地であるが、申請にかかる農地を農業用施設用地として農業振興に資する施設とし
て供するために行うものであって、当該利用の目的を達成するうえで、当該農地を供する
ことが必要と認められることにより、令和７年１２月２６日に用途区分の変更を行っておりま
す。

また、報告第２号の№１で報告のありましたとおり、使用貸借契約の解除もなされておりま
す。

申請の概要につきましては、昭和４１年から一部農作業用倉庫として利用していたことか
ら、始末書が添付されております。

資金計画につきましては、資金証明書が提出されており、必要な資金が確保されているこ
とを確認しております。

隣接する土地所有者には申請内容を説明済みであり、周辺農地に対して支障はありませ
ん。

続きまして、№８　詳細につきましては議案書のとおりです。
申請地は、津地方法務局伊賀支局から北へ３５０ｍほどに位置する土地で、都市計画法
第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている農地であることから、第３種農
地に該当します。

申請法人は、令和４年５月に設立された法人で、住宅の販売、不動産の売買及び仲介を
行っています。

申請の概要は、住宅３棟分の分譲地の造成で、１区画あたり２１５㎡となります。

用途地域が定められた旧市街化区域内の農地で、住宅地と整備された団地内の農地で
あることから、今回の転用はやむを得ないものと判断します。

譲受人の株式会社〇〇は、昭和４１年７月２０日に設立され、主に太陽光発電事業を行っ
ている会社です。

施設の概要は、太陽光発電施設として利用するものです。

申請地は、譲渡人と譲受人が太陽光発電施設として利用する事を了承したものであり、転
用はやむを得ないものと判断します。

土地造成は整地のみで取水はなく、排水は雨水のみで自然浸透の計画です。

また、周囲にフェンスを設置し、太陽光パネルを１０１枚設置。フィット法によらない太陽光
発電施設となっております。

工事計画は、令和８年４月１５日から令和８年５月１５日までの計画となっております。

また、本申請は、再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用するものであることから、
再生エネルギー特別措置法に基づく事業計画認定通知書が提出されており、経済産業
省で事業計画が認定されていることを確認しております。

伊賀市太陽光発電設備設置に関する指導要綱に基づく事前協議もなされており、隣接
する土地所有者及び土地改良区、地元関係者には申請内容を説明済みであり、周囲に
農地もなく、周辺の農地に対して支障はありません。

№７　詳細は議案書のとおりです。　議案書１０ページです。
申請地は、三訪小学校（旧三田小学校）から東に２００ｍほどに位置した第３種農地と判断
します。
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西田委員

№９　中瀬です。
〇〇の梨の選果場の駐車場が足りなくて、今回、従業員用の駐車場として転用するという
計画です。　よろしくお願いいたします。

はい、説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

№５ですけど、広い７，５００㎡ほどの駐車場ですけど、この中に赤道とか二線引き畦畔と
かがあると思うんですが、その辺の扱いというのは、どちらかで？これ、造成もされるんで
すよね。

赤道等については、市に取得する手続きを進めておりますし、二線引き畦畔については、
財務省、東海財務局になりますので、その手続きも進めています。

現状は、たくさんの田んぼがあるように見えるんですけども、現状は、長年耕作放棄地と
なっていたので、既にほぼ雑種地のような状態になっておりまして、結局、触ることなく、進
入路だけ少し整備をする程度で、そのまま使用するような形と聞いております。

例えば、この周辺の農地をやっている方に影響はないの？
この中の赤道を通って作業している方が通れなくなるのでは？　そんな事はないの？

№４　依那古です。
譲受人は、神社という事で、最終、お参りに来る方は車で来る方が多くなってきておりまし
て、車を停めるのに非常に苦慮している状態でございまして、たまたま隣接の田んぼの方
が氏子さんで、農地の一部を譲ってくれるような話になりましたので、今回に至った訳でご
ざいます。　よろしくお願いいたします。

№５　柘植地区です。
１月１６日に関係者一同事務局の説明を受けました。　事務局の説明のとおりで間違いご
ざいません。

№６も同日に行いまして、関係者一同で立会を行いました。これも、事務局の説明のとおり
で間違いございません。
よろしくご審議お願いいたします。

№７の太陽光なんですけど、耕作放棄地でソーラーになるのは仕方がないと思います。問
題はありませんでした。　審議をよろしくお願いいたします。

№８につきましては、１月２８日に現地確認を関係者一同で行いました。
先ほど事務局からのご説明のとおりでございまして、隣接する所有者の了解もいただいて
おり、また、工事に関しても何ら問題はないと思いますので、よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。
すいません、中瀬地区を忘れていました。　申し訳ありません。

また、今回、残りの部分について、作業員等の駐車場が不足になったことから、駐車場用
地として利用する計画で、今回の転用はやむを得ないものと判断します。

土地造成は整地のみで取水・汚水はなく、排水は雨水のみで自然浸透及び既設水路に
放流し、処理をします。

資金計画については、自己資金で行うこととなっており、銀行の預金残高が証明できる書
類も提出されており、必要な資金が確保されていることを確認しています。

また、隣接する土地関係者にも申請内容を説明済みであり、周辺地域の農業対して支障
はありません。

何度もすいません。
№１～№３の河合・丸柱地区の案件につきましては、農業委員さん欠席ですが、現地立会
のもと、問題なしという事でご意見をいただいておりますので、ご審議よろしくお願いいた
します。　　以上です。

只今の説明に関連して、依那古地区、柘植地区、猪田地区、上野地区、中瀬地区の担当
委員の方から現地調査の結果及び補足説明をお願いいたします。



事務局
（北田）

西田委員

事務局
（北田）

西田委員

事務局
（北田）

西田委員

事務局
（北田）

西田委員

事務局
（北田）

西田委員

事務局
（北田）

西田委員

議　長

事務局
（北田）

議　長

議　長

議　長

一　同

議　長

一　同

議　長

議　長

異議なし

議案第３号　№１～№９について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い
いたします。

挙　手

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第３号　「農地法第５条の規定による許可申請について」　№１
～№９については、原案のとおり許可相当とすることに決定をいたしました。

続きまして、議案第４号　「非農地証明下付願」　についてを議題といたします。

はい、わかりました。

よろしいですか。　ちなみに、これ、担当課はどこになるの？

開発指導室になります。

はい、わかりました。　他にございませんか。

ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案第３号　№１～№９について、一括して採決することにご異議ございませんか。

用途に適合しているかどうかという事？

そうですね。　基本的に、じゃあ、その中で開発にかかるものであれば、開発の手続きをし
ていきます。

用途に適合していて、形状の変更をする場合、そういう事をチェックするとなれば農地法し
かないの？

今回の申請であれば、土地利用条例の届出と農地法の許可申請という形になってくると
思います。
建物を建てるという事になってくると、別の話になってきますけど・・・

今回は、建物はないからね。開発にもかからないし、協議する場面がないんですけど、大
規模な盛土とかだったらね、盛土の条例が関係してくるという事ですよね。

１０，０００㎡（１ｈａ）を超える場合であれば、農地法の中では、水利計算書なりを添付して
いただく必要があるんですけど、今回は、１０，０００㎡（１ｈａ）未満という事で、そのような書
類等の添付は不要となっています。

ここだけの団地と言いますか、集団になっておりまして、ここが少し窪地のような形になっ
ておりまして、もうすでに影響があるのは、実際のところ、今回取得される部分だけの状況
となっております。

ちなみに、こういった造成をする場合、行政の方でどこの部署が見るなど、開発なら開発
の部局が見るだろうけど、これ、開発じゃないから行政でのチェックする機関はないんです
か。

今、おっしゃってくれたように関係法令に引っかかってくる部分については、チェックをす
る機関もあろうかと思いますが、例えば、よくあるのが言っていただいたような開発の関係
であれば開発部局ですが、今回は資材置場でありますので、開発にもかからない。

例えばですね、昨年から始まった盛土規制法ですね、盛土等をするのであれば盛土規制
法の担当、基本的には県になるんですが、県の許可であったりとか、そういったものが必
要になってきますが、今回は盛土もされないという事で、基本的には、伊賀市の土地利用
条例というのがありますので、その部局に届け出をしていただくという事で、申請者の方が
届け出をされることを確認しています。

土地利用条例というのはどういう事なの？　どう、チェックするの？

基本的には届出になるので、家を建てるであったりの１，０００㎡以上の申請については、
土地利用条例の中で、用途が定められてあったりとかの基準がありますので、そこで届出
等の手続きが必要となり、していただく事になります。



議　長

事務局
（矢野）

事務局
（北田）

事務局
（北田）

事務局
（勝本）

議　長

中原委員

田中委員

森田委員

議　長

議　長

議　長

一　同

はい、ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案第４号　№１～№４について、一括して採決することにご異議ございませんか。

異議なし

只今の説明に関連して、花垣地区、西柘植地区、三田地区の担当委員の方から現地調
査の結果及び補足説明をお願いいたします。

№１　花垣です。
事務局の説明のとおりで、現状としては山林化しているので、ご報告いたします。

№２　西柘植です。
１月３０日に現地確認をさせてもらいました。　先ほど事務局から説明のあったとおりで、休
耕田であったところを植林して、枝打ちなどして管理はされているという事で、よろしくお願
いいたします。

№３です。
これも同じ人ですけども、事務局の説明のあったとおり倉庫として建てたという事で、やむ
を得ないという事でよろしくお願いいたします。

№４　三田です。
事務局の方の説明どおりで問題ありません。　審議のほどよろしくお願いいたします。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

№３　申請内容は議案書のとおりです。
申請地は、名阪国道下柘植ICから北東へ５００ｍほどに位置し、第２種農地に該当しま
す。

当該農地は、平成１６年に平屋建ての倉庫が建築され、申請には建築年が確認できる証
明資料が添付されております。

また、現地調査でも宅地として利用していることを確認し、農地に戻すことは困難であり、
周囲に影響はないことから、非農地として問題はないと判断いたします。

№４　詳細は議案書のとおりです。
申請地は、三訪小学校（旧三田小学校）から南西に２００ｍほどに位置した第３種農地と判
断します。

当該農地は、昭和６２年に家屋を建築し、現在も宅地として利用しております。

課税明細書から建築年も確認でき、２０年以上経過していることから、当該地を農地に戻
すことは困難で、周囲に影響はなく、非農地として問題ないと判断します。　以上です。

はい、失礼いたします。
議案第４号　「非農地証明下付願」　について説明いたします。
総会資料１１ページでございます。

№１　明細については、総会資料のとおりです。
申請地は、旧アリジカントリークラブゴルフ場の東に約５００ｍほどに位置する山の中にある
農地でございまして、第２種農地に該当いたします。

当該農地は、平成１１年ごろに植林し、現在も山林として利用されております。
周辺の状況や木の太さから２０年以上は経過していることが確認でき、当該地を農地に戻
すことは困難で、周囲に影響はなく、非農地として問題はないと判断いたします。

№２　申請内容は議案書のとおりです。
申請地は、名阪国道下柘植ICから東へ１.３ｋｍほどに位置し、第２種農地に該当します。

当該農地は、平成８年に植林され、申請には木の幹が直径３０ｃｍ程度の写真が添付され
ております。

現地調査でも山林として利用していることを確認し、農地に戻すことは困難であり、周囲に
影響はないことから、非農地として問題はないと判断いたします。

議案第４号　№１～№４について、事務局の説明をお願いいたします。



議　長

一　同

議　長

議　長

事務局
（矢野）

事務局
（勝本）

事務局
（勝本）

３７～３８ ２件 筆数 ２筆 面積

３９ １件 筆数 １筆 面積

４０～４５ ６件 筆数 ８筆 面積

議案書２４～２５ページ

議案書１９ページ

阿保地区 整理番号 ３，８０６㎡

議案書２０～２３ページ

花垣地区 整理番号 ２１，５２５㎡

農地中間管理事業の促進に関する法律第１９条第３項の規定により、伊賀市長より農用
地利用集積等促進計画の決定を求められております。

利用権設定された土地が新規設定６７件、再設定５件で田：１０９筆、畑：２３筆、計画面積
の合計が２２２，９８９㎡となります。

それでは、詳細について朗読させていただきます。

議案書１８ページ

古山地区 整理番号 ４，９２４㎡

農作業歴は本人が２年で、本人が常時従事します。　キュウリやなす、小松菜、ナッツ、玉
ねぎ、レタス、つるむらさきなどさまざまな野菜を現在も作付中で、主にコープ等に販売を
しております。

機械につきましては、播種機を先輩から引き継いでおり、トラクターや軽トラなどは法人で
共同利用をしていますが、今後、必要に応じて購入をする予定となっております。

続きまして、もう一人いらっしゃいまして、議案書５６ページ～５８ページの花垣地区№９３
～№９６につきましても新規営農面接者にあたりまして、２月２日に新規営農面接を行いま
した。

譲受人は、祖父が農地を借り受け、現在、ブルーベリーを栽培している農地を引き継ぎま
して、それを継続してブルーベリーを栽培する予定です。

祖父から営農指導も受けられ、農機具は耕運機１台を所有している状況でございます。

それでは、総会資料１２ページをご覧ください。
議案第５号　「農用地利用集積等促進計画について」　をご説明いたします。

続きまして、議案第５号　「農用地利用集積等促進計画案」　についてを議題といたしま
す。　事務局の説明をお願いいたします。

はい、失礼します。
内容の説明の前に、まず、今回の利用権設定の中に新規営農者に該当する者がいます
ので、まず、そちらを説明させていただきたいと思います。

議案書２０ページ～２２ページの№４０～№４４について、こちらの譲受人につきましては、
耕作面積が０ａで、借入地が農用地であったために事業計画書が提出され、２月２日に新
規面談を行い承認をいただいております。

こちらの方は、年齢が３４歳で２年前までは東京の方でサラリーマンをしていました。
ただ、ロシアのウクライナ侵攻の影響により、自動車部品の輸出等ができなくなりまして、
以前から興味のあった農業を目指すこととなりました。

兵庫県の農業法人で稲作を１年間学んだのですが、自分のやり方が大規模農業にむい
ていないと感じ、個人経営で有機農業を目指すこととし、NPO法人であります「〇〇」に参
加をしております。

この度、そこの先輩が病で倒れたこともあり、その農地を引継ぐ形となったために、今回の
申請が提出されております。

議案第４号　№１～№４について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願い
いたします。

挙　手

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第４号　「非農地証明下付願」　について、№１～№４について
は、原案のとおり承認することに決定をいたしました。



４６～４７ ２件 筆数 ３筆 面積

４８～４９ ２件 筆数 ６筆 面積

５０ １件 筆数 １筆 面積

５１～５６ ６件 筆数 １６筆 面積

５７～５８ ２件 筆数 ２筆 面積

５９～６０ ２件 筆数 ４筆 面積

６１～７０ １０件 筆数 ２４筆 面積

７１～８５ １５件 筆数 １０筆 面積

８６～８９ ４件 筆数 ５筆 面積

９１～９２ ２件 筆数 ４筆 面積

９２ １件 筆数 １筆 面積

９３～９６ ４件 筆数 ５筆 面積

９７ １件 筆数 ２筆 面積

９８～１０５ ８件 筆数 １２筆 面積

１０６ １件 筆数 ２筆 面積

１０７～１０８ ２件 筆数 ４筆 面積

議　長

議　長

以上の農用地利用集積等促進計画の内容は、権利の設定を受けた後において、備える
べき農用地のすべてを効率的に利用し、また、必要な農作業についても従事すると認め
られ、農地中間管理事業に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の要件を満たして
おります。

以上が農用地利用集積計画の説明となります。

説明が終わりました。　これより質疑に入ります。　ご意見ございませんか。

はい、ないようですので、質疑を終結し、採決いたします。

議案書６６ページ

島ヶ原地区 整理番号 ２，４８４㎡

議案書６７ページ

中瀬地区 整理番号 ３，４４８㎡

議案書５９ページ

友生地区 整理番号 ３，８２８㎡

議案書６０～６５ページ

猪田地区 整理番号 ２４，３５８㎡

議案書５５ページ

猪田地区 整理番号 １，４９９㎡

議案書５６～５７ページ

花之木地区 整理番号 ３，５６７㎡

議案書５２～５３ページ

花之木地区 整理番号 ９，０４３㎡

議案書５４ページ

長田地区 整理番号 ５，８９４㎡

議案書３６～４２ページ

壬生野地区 整理番号 ２７，１６７㎡

議案書４３～５０ページ

府中地区 整理番号 ５２，３７８㎡

議案書３２～３３ページ

依那古地区 整理番号 ３，６７０㎡

議案書３４～３５ページ

西柘植地区 整理番号 １０，６３２㎡

議案書２６ページ

玉瀧地区 整理番号 ２，２４２㎡

議案書２８～３１ページ

鞆田地区 整理番号 ２４，９９３㎡

河合地区 整理番号 ８，０８３㎡

議案書２５～２６ページ

鞆田地区 整理番号 ９，４４８㎡



議　長

一　同

議　長

議　長

議　長

事務局長
（前川）

事務局
（山出）

事務局長
（前川）

議　長

議　長

議　長

議　長
以上をもちまして、伊賀市農業委員会第３２回総会を閉会といたします。
ありがとうございました。

そして、会費なんですけど、案内にもありましたように、３，０００円お願いしたいと思いま
す。当日徴収させていただきますので、よろしくお願いいたします。

そういう事で、委員さん１２名の出席という事ですので、時間に遅れないようにご集合いた
だきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

集合場所なんですけど、詳しく言いますと、先ほど玄関前に集合と言いましたけど、早く来
ていただいて外でお待ちいただくのも寒いので、庁舎に入った所でお待ちいただきたいと
思います。
よろしくお願いいたします。

それでは、視察研修に参加される委員の方におかれましては、当日、よろしくお願いいた
します。

それと、この議案書なんですけども、部外秘と書いてありますので、できるだけ置いて帰っ
ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

次回の総会は、令和８年３月１０日（火）午後１時３０分からこの場所で開催しますので、よ
ろしくお願いいたします。

これにつきましては、先月の総会の中でみなさんにご審議いただいて、決定したものでご
ざいまして、これにつきましては、３月の広報「いが」の方に掲載をさせていただきます。そ
れと同時にですね、市のホームページにおきましても、３月１日から公表させていただきま
すので、ご認識の方よろしくお願いいたします。

それと、その次に令和８年度総会開催日及び申請書等提出締切日として、これにつきまし
てもですね、３月の広報「いが」の方に掲載をさせていただくと同時に、市のホームページ
の方でも３月１日に公表させていただきますので、お知らせさせていただきます。

それから、もう１枚ございまして、令和８年度新規営農面談会開催日という事で、これにつ
いても、１年間のスケジュールを決めたうえで、これについてはですね、広報等ではお知ら
せはさせてもらってはないんですけど、一応、年間スケジュールが決まっていますという事
をお知らせさせていただきます。

それと、もう１点なんですけど、１３日の視察研修のことで山出副参事の方から連絡させて
いただきます。

はい、失礼します。
先般、委員の皆様方にご案内をさせていただきました視察研修の件でございますけども、
もう、今週の金曜日ということで人数も確定いたしまして、今回１２名の委員さんに出席をい
ただくこととなっております。

ご案内にもありましたように、１３日の午前９時に市役所の玄関前にご集合いただきまし
て、９時３０分に出発という事で予定をしております。

挙　手

はい、ありがとうございます。
全員賛成ですので、議案第５号　「農用地利用集積等促進計画案」　については、計画案
のとおり意見の決定をすることといたします。

以上で本日の議案の審議及び報告事項はすべて終了いたしました。

続きまして、事務局から連絡等はありますか。

はい、失礼します。
皆様のお手元に３枚資料をお配りさせていただいています。

まず、１点目なんですけども、令和８年度伊賀市農作業賃金基準表でございます。

議案第５号について、計画案のとおり意見の決定をすることに賛成の方は挙手をお願い
いたします。



議事録署名者

山本　好啓 ㊞

議事録署名者

稲森　義隆 ㊞

　　会長は議事録を作成し、議事録署名者とともに署名する。

令和８年３月１０日

会　　長

坂本　榮二 ㊞


